
令和８年１月15日

工事番号 鹿道第467号

発注工事種別 土木一式工事

工事名 （総合評価）寿西部第2雨水幹線支線外1線排水路整備工事（R7）

工事場所 鹿屋市 新川町外

入札方法 総合評価落札方式による条件付（電子）一般競争入札

落札方法

本工事は、技術資料を受け付け、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を
決定する総合評価落札方式を適用する。
本工事は、鹿屋市低入札価格調査実施要綱（平成31年4月1日施行）に基づく調査の対象工
事である。

工事概要

寿西部第2雨水幹線支線　工事延長　L=102.8ｍ、自由勾配側溝（縦断用）1000×1200～1700
L=80.0ｍ、自由勾配側溝（横断用）1000×1100～1400　L=17.0ｍ、ボックスカルバート　1000
×1000 L= 7.0ｍ
寿西部第1雨水幹線　工事延長　L=21.0ｍ、重力式擁壁工（2.0ｍ≦Ｈ5.0ｍ） V=32.0㎥ 、コン
クリートブロック積工　A=32.0㎡、放流工 N= 1.0箇所、 アンダードレーン工　 N= 1.0式
（週休２日試行工事（発注者指定型））

工期 工期開始日から令和８年３月24日　　※注(13)

入札予定価格（税込み価格） 「かごしま県市町村電子入札システム」にて公表(事後公表)

低入札価格調査基準価格及び失
格基準価格の設定の有無

有　※「中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」を基に設定
（令和６年４月１日運用改定）

工事費内訳書の提出の要・不要 要　　※注（２）

発注区分・条件
以下の条件を満たしていること。
（１）鹿屋市建設工事等競争入札参加資格を有し、本市格付の土木一式工事「Ａ級」に
　　 登録されているもの

入札保証 不要

契約保証 要

前金払いの有無 有

閲覧設計図書等 かごしま県市町村電子入札システム　ポータルサイトよりダウンロードしてください。

入札参加申込期限 令和８年１月20日（火）正午まで　※注（３）

入札参加申込先 かごしま県市町村電子入札システム

入札参加添付書類 入札参加申込書（第１号様式）、現在施工中工事件名等通知書（第２号様式）

入札参加確認通知書送付期限 令和８年１月21日（水）午後５時まで

技術資料の提出方法
及び提出期限

○技術資料提出方法…別添「総合評価落札方式技術資料申請書」一式を、総務部財政課
　　　　　　　　　　　　　　 契約検査室（本庁７階）へ持参にて提出すること。
○提出期限……………令和８年２月３日（火）午後５時まで

評価項目の工種について 同種工事：道路改良工事

質問受付期間 令和８年１月16日（金）～令和８年２月２日（月）午後５時まで

質問受付場所 鹿屋市総務部財政課契約検査室　　ＦＡＸ　０９９４－４１ー３０８１

公　告

　下記の建設工事について次のとおり総合評価落札方式による一般競争入札を行うので、鹿屋市契約規則（平成18
年鹿屋市規則第61号）第２条の規定に基づき公告する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鹿屋市長　　　中西　茂

記

工　　事　　発　　注　　表



質問回答期限 令和８年２月３日（火）午後５時まで　（*随時回答しますが、最終回答期限を示しています。）

質問回答場所 鹿屋市ホームページに掲載することにより回答。

入札書受付期間 令和８年２月４日（水）午前８時３０分から令和８年２月６日（金）午後５時まで　　※注（４）

開札日時 令和８年２月９日（月）午後１時３０分から

開札場所 鹿屋市役所　本庁　４階　４０１会議室

落札者の審査 令和８年２月10日（火）　　　　　　　※注（11）

落札者の通知 令和８年２月10日（火）　　　　　　　※注（12）

(1) 地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない者
(2) 建設業法（昭和24年法律第100号）第３条第１項の規定による許可を有する者で、
　　鹿屋市建設工事等競争入札参加有資格者名簿に登録されているもの

(3) 建設業法第28条第３項の規定による営業停止の期間中でないこと。
(4) 市が公告の際に提示した条件等に適合するもの

(5) 当該工事に建設業法第19条の２の規定による現場代理人及び同法第26条の規定
 　　による主任技術者、監理技術者等を適正に配置することができること。 　※注（５）
(6) 公告から入札時までの期間において、鹿屋市建設工事等有資格業者の指名停止
 　　に関する要綱（平成18年鹿屋市告示第13号）の規定に基づく指名停止を受けて
 　　いない者

(7) 鹿屋市に納税義務がある入札参加者の場合は、市税等の滞納がない者　　※注（７）
(8) 手形交換所による取引停止処分又は主要取引先からの取引停止等の事実がなく、
     経営状態が健全な者

(9) 会社更生法に基づく会社更生手続き開始若しくは更生手続開始の申立てがなされ
     ている又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされる等、経営状態が
     著しく不健全である者でないこと。
(10) その他建設業法等の法令及び規則等に違反していない者

(1) 入札に参加する資格がない者が入札したもの
(2) 談合その他不正な行為があったと認められるもの
(3) 工事費内訳書を提出しない者又は工事費内訳書が未提出であると認められる者のした入
札

(4) 紙入札参加承認後、紙入札書及び電子入札システムによる入札書を提出した場合
(5) 系列関係にある複数の者が入札したもの
(6) 当該工事に配置予定の現場代理人又は主任技術者について、他工事と兼務させること
　　を希望する場合において、入札参加申込後から開札日の前日までの間に、その兼務に
　　ついて双方の発注者の承諾が得られない場合
(7) その他市長があらかじめ指示した事項に違反したもの

入札の無効に関する事項

参加資格に関する事項



落札者の決定基準に関する事項

落札の決定方法
(1)入札価格が予定価格及び失格基準価格（鹿屋市低入札価格調査実施要綱第4条）の制限
　　の範囲内で、次の「総合評価の方法」に よって得られた評価値が最も高い者を落札候補
　　者とする。

「総合評価の方法」
　 評価値＝技術評価点（標準点100点＋加算点）／入札価格×定数（100,000,000）
　　　　　　　※少数第４位まで（少数第５位四捨五入）
　 標準点　：　技術資料を提出した者全てに与えられる点数。
　　　　　　　　　要綱第３条に定める調査基準価格以上の入札価格で入札した者には100
                  点、調査基準価格を下回る入札価格で入札した者には70点を与える。
　 加算点　：　別添「総合評価落札方式（特別簡易型）における評価項目及び評価基準」
　　　　　　　　　に基づいて算定した点数とする。
(2)(1)において、評価値が最も高い者が２者以上あるときは、電子くじにより落札候補者を
　　決定する。

(3)低入札価格調査制度について
　①落札候補者の入札価格が調査基準価格未満の場合には，すぐに落札者を決定せず，
　　　契約の内容に適合した履行がされないおそれの有無について調査（低入札価格調査）
　　　を実施する。

　② 低入札価格調査の結果，入札価格の積算内容に合理性がある場合には，当該入札者
　　　を落札者として決定し，その入札価格では契約の内容に適合した履行がされないおそ
　　　れがあると認められるときには，次順位者を落札者として決定する。

　③ 契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める失格基準価格を設定し，
　　　入札価格が失格基準価格未満の場合には，低入札価格調査を実施することなく，当該
　　　入札者を失格とする。

　④低入札価格調査制度の詳細については，鹿屋市低入札価格調査実施要綱を参照する
　　　こと。
※低入札価格調査基準（令和６年４月１日改定、鹿屋市HP参照）

(1) 入札参加申込書及び入札書等を提出する際は、かごしま県市町村電子入札システム
　　 により行うこと。
(2) 入札書を提出する際に、工事費内訳書（入札書添付用）（ホームページに様式掲載）を
　　添付すること。
(3) やむを得ない理由で、かごしま県市町村電子入札システムから入札参加申込をすること
　　ができない場合は、紙入札参加申請書（第５号様式）、入札参加申込書（第１号様式）及
　　び現在施工中工事件名等通知書（第２号様式）を入札参加申込期限までに財政課契約
　　検査室（本庁７階）まで持参にて提出し、承認を得ること。
(4) かごしま県市町村電子入札システムにて入札参加申込後、やむを得ない理由で電子
　　入札をすることができない場合は、開札日の前週金曜日までに紙入札参加申請書
　　（第５号様式）を提出し、承認を得ること。
(5) 主任技術者(※注(10)）又は監理技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係（入札参加申
　　込日において連続３箇月以上直接的雇用関係にある者に限る。）にあること。

(6) 入札書を紙入札にて提出する際は、開札日の正午までに持参により財政課契約検査室
　　（本庁７階）へ提出すること。
(7) 鹿屋市税の確認種類
　　 （法人）法人市民税、法人固定資産税、特別徴収義務、軽自動車税等
　　 （個人）市県民税、固定資産税、国民健康保険税、介護保険料、軽自動車税等
(8) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する
　　額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた
　　金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業
　　者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当す
　　る金額を入札書に記載すること。
(9) その他、かごしま県市町村電子入札システム利用者共通規約による。
(10)落札者は、入札参加資格確認を受けた専任配置予定の技術者を当該工事の現場に配
　　　置すること。
(11)入札額が調査基準価格を下回るときは、要綱第７条に定める低入札価格調査を実施す
　　るため、調査資料の提出を落札候補者へ依頼する。「調査資料提出期限：令和８年２月
　　16日（月）正午」
(12)低入札価格調査を実施する場合は資料提出後、鹿屋市低入札価格調査委員会の審査
　　を受けるものとし、承認後に落札決定後、落札者へ通知する。「価格調査後落札者決定
　　通知予定日：令和８年２月18日（水）
(13)工期設定については、特記仕様書Ⅱ工程を確認のこと。

注意事項（※）


